
第11次交通安全基本計画

【概要】

令和２年度 第３回車両安全対策検討会
令和３年３月30日
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交通事故の概況と政府目標

死者数（人）

重傷者数（千人）
死傷者数（万人）

平成 年

交通事故死者数等の推移と交通安全基本計画の目標値
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第8次交通安全基本計画 第9次交通安全基本計画 第10次交通安全基本計画 第11次交通安全基本計画

死者数
2,500人以下
死傷者数

50万人以下

第10次目標

24時間死者数

目標年：令和2年

平成22年までに死者数を
2000人減（平成11年比）

平成32年までに死者数を1000人減（平成22年比）

【車両の安全対策による30日以内死者数削減目標】

死者数
2,000人以下
重傷者数

22,000人以下

第11次目標

目標年：令和7年

令和

重傷者数

令和２年の24時間以内死者数は2,839人（376人減（11.7%減））、死傷者数は372,315人（92,675人
減（19.9%減）と、４年連続で戦後最少を更新。
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技術安全ワーキンググループについて

政府全体
（交通安全基本計画）

自動車局
（車両の安全対策）

「人」、「道」、「車」の３つの要
素について政府をあげて交
通安全対策を推進

• 第11次交通安全基本計画
(令和3～7年度)を審議中

• 令和3年3月末に中央交通
安全対策会議で同計画を
決定予定

交通安全対策のうち
車両の安全対策を推進

• 車両の安全基準の策定

• 安全な車の普及促進

• 先進安全技術の開発普
及促進 等

連動

人

道 車

・生活道路等における人優先の
安全・安心な歩行空間の整備
・幹線道路における交通安全対策の推進
・自転車利用環境の総合的整備 等

・ 交通ルールの策定、徹底
・ 交通安全教育
・ 運転免許制度 等

〇 前回（平成28年）、報告書で示された目標 の達成
状況等の評価及び新たな削減目標の設定

〇 第11次交通安全基本計画における重点分野に係る
車両安全対策の抽出

〇 事故実態、技術の進展及び社会環境の変化を踏まえた
今後の車両安全対策の策定

〇政府は、昭和46年以降5年ごとに「交通安全基本計画」を作成し、「人」、「道」、「車」の各側面から交通安全対策を総合的に推進
〇国土交通省自動車局では、同計画の議論を踏まえ「車」の側面からの具体的な目標や対策について、技術安全ワーキンググループで検討

主な検討事項（案）

・ 車両の安全基準の策定
・ 安全な車の普及促進
・ 先進安全技術の開発普及促進 等

高齢者及び子供の
安全確保

歩行者・自転車の
安全確保

生活道路の
安全確保

先進技術の
活用推進

●自動運転技術（Lv3～）

●高度な運転支援技術
（Lv2）

●衝突被害軽減ブレーキ ●新たな安全支援技術
（出会い頭検知、運転視界支援等）

●ISA（自動速度制御装置） ●ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ異常時対応ｼｽﾃﾑ

※2020年までに車両の安全対策により、30日以内交通事故死者数を1,000人削減（2010年比）

※

第11次交通安全基本計画骨子案における重点分野

等

車両安全対策の例

出典：日野自動車（株）HP

出典：本田技研工業(株)HP

出典：Automated Vehicle Safety Consortium HP 出典：（株）SUBARU HP

ISA： Intelligent Speed Assistance


